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食物禁忌の起源 とその文化的 ・社会的基盤に関する比較研究

萎 谷 邦 夫(京 都大学人文科学研究所助教授)

は じめに

食物の採集,保 存,調 理,組 合せな どについて

のさまざな禁忌 は,人 類 の生存の営みが文化的な

段階 に到達す るとともに,洋 の東西 を問わず多様

な形態 をとって出現 してきた。 それ らは,自 然環

境 は勿論の こと,宗 教 をはじめとす る社会的文化

的環境 と密接な関連 を有 し,時 代 とともに変遷 し

てきた。なかで も,中 国では早 くか ら食物 に関す

る禁忌が文献 に記載 され,本 草学の伝統 ともあい

まって独 自の展開 を見せている。本稿で は,特 に

この中国古代 にお ける食物禁忌 を取 りあ げて,標

記の問題 を解明す る手懸 りとしたい。

一 中国古代 におけ る食物禁忌

中国古代において食物 に関す る種々の禁忌一 い

わ ゆる 「食禁」一 に関する文献記述が出現す るの

は,春 秋時代後期か ら戦 国時代 にか けての ことで

ある。 これは,古 代 中国の一般文献の出現 とほぼ

呼応す るものであ り,食 物 に関す る知識が古代中

国人 にとって も重要な ものであった ことを物語っ

ている。 しか し,春 秋戦 国時代 にお ける食物禁忌

関連の記述は,そ の量,質 ともに必ず しも十分な

もので はなか った。

「飲食男女 は,人 の大欲焉 に存す」(『礼記』礼

運 篇)と は,「飲 食(食 欲)」 と 「男 女(性 欲)」

とはともに人間の最大の欲望 であることを表明 し

た言葉であるが,同 時に 「夫れ礼の初め は飲食に

始 まる」 と もいわれ,「 飲食」 は共 同体 における

各種儀礼 とも不可分の関係 を有す るものであ った。

「飲食」の もつ この二面性,す なわ ち肉体的生命

維持に欠かせない営みであることと文化的宗教的

儀礼の不可欠の要素で あるとい う性格 は,中 国古

代 にお ける食物禁忌 の起源 を考 える うえでの出発

点 となる。

先秦諸子百家の中で,食 物禁忌に関連 する事項

に言及す る最初 の もの は,『論語』郷党 篇 に載せ

られた孔子の次のような言葉であろ う(1)。
もの い み

斎 の時は,か な らず平常 とは異 な った食

事 をとる。居る場所 もかな らずその坐 を別 の

場所に移す。 め しはい くら上等な もであって

もか まわない し,な ます はい くら細 か く切 っ

た もので もか まわ ない。め しの臭気を発 し味

の変った もの,魚 の腐 り肉の腐 った もの,こ

れ らは食べない。色の悪い ものは食 わず,臭

いの悪い ものは食わず,調 理の適当でない も

の は食わない。季節 はずれの ものは食 わず,

切 りかたの正 しくないもの は食 わず,し かる

べ きソースのかかって いない ものは食 わない。

肉 はい くら多 くて も,め しの分量にみあった

以上 は食わない。ただ,酒 については一定 の

量 はないが,乱 れるほどには飲 まない。市販

の酒やほ し肉は食わ ない。(肉 に添 えられた)
はじかみ

墓 は捨て ずに食 うが,食 べす ぎはしない。

君主の祭祀に与れ ば,お さが りの供 え ものの

肉 はその 日の うちに食べて,夜 は越 させない。

(祖先の)祭 祀 の供 えものの肉は,三 日以 内

に食べ,三 日を越 した もの は食 わない。食事

の時には会話 をせず,寝 る時には口をきかな

い。粗悪なめ しや野菜のスープや瓜 といった

粗末な食べ物 で も,初 穂 を取る時には,敬 度

な様子で行 う。
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ここには,食 物の摂取 に関す るい くつ かの基本

的認識が示 されると同時 に,祭 祀に先立 つ斎での,

食物 に対す る宗教的禁忌 に類似する記述 が見 られ

る ことが注 目され る。孔子以後,ま とまった食物

禁忌 に関す る記述 はしば らくは現 れない。周代 の

官制 を記 した とされ る 『周礼』天官 には,医 療 関

係 の官制が記 されている。その中に 「食医」な る

ものが あり,そ の職 掌は次のよ うに規定 されてい

る(2)。

食医は王の六食,六 飲,六 膳,百 差,百 醤,

八珍の食味 を調 える ことを掌 る。お よそ六食

の食味 は春の季節 にかない,奨 の食味 は夏 の

季節にかない,醤 の食味 は秋の季節 にかない,

六飲の食味は冬 の季節 にかなう。お よそ五味

の調和 は,春 には酸味 を多 くし,夏 には苦味

を多 くし,秋 には辛味 を多 くし,冬 には鍼味

を多 くし,通 じて滑 めらかで甘い味でそれ ら

を調え る。およそ膳食 の組み あわせ をなす に
いね きび

は,牛 には桧が よ く,羊 には黍が よく,豚 に
たかきび おおあわ

は 稜 が よ く,犬 には 梁 が よ く,鷹 には麦が
まこ も

よく,魚 には菰が よい。お よそ君子 の食膳 は

常に これを基準 とす る。

この ように,『 周礼』で は,帝 王 の宮廷にお い

て実際の調理人 とは別 に,専 門に食物の最 も良 い

組合せを考 え,四 時の循環 に対応 した調味 をつか

さどる官 としての 「食医」の制が設けられてい る。

しか し,こ の記述 には戦 国時代に始 まる とされ る

五行思想 の痕跡が顕著に見 られ,こ れがそのまま

周代 の官制 を反映 した もの とは考え られ ないが,

少 くとも戦国時代末期には,こ のような官制が理

念的に想定 されていた こと,季 節 ご との食物の最

適 な配 当が考 えられていた ことは肯定 してもよい

であろう。

また,陰 陽五行思想 の発展 に ともなって,い わ

ゆる時令思想に基 く 「月令」 の類が編 まれ るよ う

になると,四 時の季節の循環 に対応 して,季 節 と

食物 との相互関係が一層明確 に意識され記述 され

るよ うにな る。た とえば,『 呂氏 春秋』十 二覧や

『礼記』月令な どには,春 には麦 と羊肉を食 し,

夏には寂 と鶏肉,季 夏 には櫻 と牛肉,秋 には麻 と

犬 肉,冬 には黍 と豚肉 を食す ことが述べ られてい

る。 この ことは,反 面,そ れぞれの季節 において

食 してはな らない食品が想定 されていたことを示

唆 す る もので もあ ろ う。た だ,『 呂氏 春 秋』や

『礼記』の記述 は,い ずれ も五行 思想 を機械的に

季節 と食物 との関係 に適用 しただけのレベル を越

えるものではな く,い まだ具体 的な食物禁忌に ま

で発展 して るとはいい難 く,そ の配 当のしかた も

『周礼』に見 られた もの とは異 なっている。 また,

『呂氏春秋』古樂篇 には,四 方の地理的相違に よ

る陰陽の気の偏 りなどに言及する文が見 られ るが,

その ような風土的 な相違 と食物 との関連 にまでは

注意が及んでいない。

この ような状況 は,前 漢時代 に入 る と多少の変

化が見 られ るようにな る。 まず,『 呂氏 春秋』の

後 を承 けた思想百 科全書 とで もい うべ き 『准 南

子』は,そ の地形訓において,風 土 の相違 に起因

す る身体 的特徴,寿 命の長短,性 格 の相違か ら一

般的風俗 の相違 について述 べた後3),

水を飲 むもの は泳ぎにたけて寒 さに耐 え,土

を食 う ものは意思がな く呼吸 もしない。木を

か じる もの は力 もちで大 き く,草 を食 うもの

は走 るのが上手だが愚 かしい。葉 を食 うもの

は糸を吐 いて蛾 とな り,肉 を食 うものは勇敢

でたけだけしい。気 を食 うものは精神が明澄

で長寿,穀 物 を食 う ものは知慧 はあるが若死

にする。なに も食 わないもの は死ぬ ことな く

神性 をもつ。

と言 い,食 性の違いによる生物的特徴の相違に注

意 を払 っている。 また,戦 国時期か ら前漢初年 ま

での医学 を伝 える と考 えられ る馬王堆出土の畠書

医経 の類 にあっては,治 療 と食物 との関係一 いわ
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ゆる 「食療」一 への言及が見 られ,こ れは広い意

味での食物禁忌 に関す る最 も早 い記述例 の一つ と

いえる。 『五十 二病 方』諸傷 には,

刃物 による傷 を痛 ませないよ うにするには,

・…・治療中 には,魚,豚 肉,馬 肉,亀,蛇,

董菜,麻 沫菜 を食べてはな らず,房 事 を行 っ

てはならな いが,病 気が治れば もとどお りに

する。……

を初め として,同 様 の記述が 全部 で三例見 られ

る(a)。ここで は,金 創の治療 の際 には,魚,豚,

馬,亀,蛇 などの特定の動物性食 品,お よび,麻

株菜な どの特定 の植物性食品の摂取が病状 を悪化

させるので,摂 取 して はな らない ことが述 べられ

てお り,服 薬 に関連す る食禁の典 型的な例 といえ

る。 こうした,治 療 に際 して の禁食 の規 定 は,

『武威 漢代医簡』 にも見 られ,早 い時期か ら経験

的 に知 られ ていた。さ らに,『黄 帝内経』異法方

宜論では,五 方 の地域的 自然条件り相 違に対応 し

た食物,療 法が列挙 されてお り,医 療 の中での食

物の重要性 に対 する認識が表明 されている。また,

戦国末期の地理書 といわれ る 『山海経』に も,各

種の 『本草』的記載 とともに食療的記述が見 られ

ることも指摘 しておか なければな らない。

この ように,前 漢初期 まで には,自 然風土,病

気治療や宗教的儀礼 などと関連 した食物やその禁

忌についての記述が ほぼすべて見 られ るようにな

っていた。 これ に加 えて,神 仙思想の流行に とも

なって,不 老長生 を求 める神仙養生術の中での食

物禁忌への関心 が高 ま り,そ の結果,後 世 の 「食

禁」の範疇がほぼできあが っていた ように思われ

る。『漢書』芸文志 は前漢 の王室所蔵 の図書 を劉

向劉歌父子 が整理 した際の図書 目録であ るが,そ

の方技略 ・経方 の中に,

神農黄帝食禁七巻

の書名 が著録 されていることは注 目に値する。 こ

の書は,書 名か ら見 るか ぎりでは食物禁忌に関す

る専著 であフたであ ろうことが容易 に想像 され る

が,早 く亡逸 してその内容を うかがい知 るすべ は

な い〔5)。ただ し,経 方 の記 述 に よれ ば㈹,「経 方

とは,草 木石薬の寒温の性 質に本 づき,疾 病の浅

深を量 って,薬 味の滋養 をか り,気 味 の感応の よ

ろしきによ り,五 苦六辛 を弁別 し,水 火 の調和 を

きわめ,閉 塞 を通 じ結滞 を解消 し,平 常 にもどす

のである。 その適切 さを失 うと,熱 をもって熱 を

益 し,寒 を もって寒 を増 し,精 気 は内に損われ,

外に現れな くなる。ただ これだけがその欠点で あ

る」 とあ り,『食禁』 とは,食 物の 「五苦六 辛 を

弁別 し,水 火の調和 をきわめ る」 ものであ り,後

の 『本草』に も通ず る書物であった と推測 され る。

いずれ にせ よ,『漢書』芸文 志が この書 を著録 し

てい ることは,前 漢期 にすで に 「食禁」に関す る

専著が存在 していたことを示す もの として極 めて

重要である。

二 「食経」の編纂 とその性格

中国において,食 物禁忌 に関す る記述 が,本 当

の意味で集積整理 され始 めるのは,六 朝 時代 に入

ってか らであった といってよい。 この時代 には,

いわゆ る 「食経」 の類が編纂 されて,大 量 の食物

関連の知識 が集積 され るとともに,そ の知識 は,

養生術や医薬学 との相互影響関係の もとで,人 々

の健康に とって不可欠 な知識 とな っていった。 こ

うした食物に関するさまざまな禁忌は,そ れぞれ

の時代,風 土,文 化,宗 教 などに対応 して多様 な

起源 と発展の過程 を有 し,そ の影響 も広汎にわた

る。それゆえ,い わ ば中国文化の一端 を垣 間見 る

絶好ののぞ き眼鏡 の役割 をはた している とも言 え

るのである。

『漢書』芸文志 ではわずか一例 のみ しか見いだ

せない食物禁忌に関す る専著 も,後 漢か ら南北朝

に及ぶ約五百年 ほどの間 に,か な りの数 の書物が

著述 されるようになった。特 に,南 北朝末期 には

大部の食物 関連 の専著が出現 しているこ とが注 目
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され る。 この時期の書目である 「階書』 経籍志 に

は,大 きくは三系統 に分 けられ る食物関連の書籍

が著録 されている。第一 は,

老子禁 食経一巻。

崔氏食 経四巻。

食経十 四巻。梁有食経二巻,又 食経十九巻,劉 休

食方一巻,斉 冠軍将軍劉休撰,亡 。

食饒次 第法一巻。梁有黄帝雑飲食忌二巻。

四時御 食一巻。梁有太官食経五巻。又太官食法二

十巻,食 法雑酒要方白酒井作物法十二巻。家政方十

二巻。食図,四 時要方,白 酒方,七 日麺酒法,雑 酒

食要法,雑 蔵醸法,雑 酒食要法,酒 井飲食方,嵯 及

蟷蟹方,勇 腔法,蛆 腰胸法,北 方生醤法,各 一巻。

亡。

食経三巻。馬碗撰。

准南王食経井 目百六十五巻。大業中撰。

な どと著録 されているいわゆる 「食経」 に相当す

る もの。第二 は,

黄帝雑飲食忌二巻。

老子禁食経一巻。

養生服食禁忌一巻。

な どの 「食禁」 に相当す るもの。第三 は,

膳蓋養療二十巻。

の 「食 療」 に相 当す る もので あ る。 この うち,

「食経」 はその内容が最 も広汎で,い わ ゆる 「食

譜」,「食禁」,「食療」すべてにわたる記述 を含 む

ものであったが,そ の中心はやは り 「食譜」 にあ

った と思わ れ る(η。梁 目に挙 げ られ た 『太官 食

経』 の 「太官」 とは宮中の膳部 の ことで あ り,こ

こで用 いられた食譜の類を中心 として,食 材,加

工,調 理,食 療,食 禁な ど広範 囲にわた る事項が

記載 されて いた もの と推 量される。 この ことは,

唐の孫思遡 『千金要 方』,同 『千金翼方』 な どの

医経や それ を承 けたわが丹波康頼 の 『医心方』な

どの中に残 された 『崔氏(禺 錫)食 経』 などの記

述 から知 ることがで きる。

ところで,『 階書』経籍志以降 の書 目で はど う

か とい うと,わ が藤原佐世の撰 にかか る 『日本 国

現在書目録』 には,

食療本草三巻。孟記撰。

食経三巻。馬碗撰。

食経一巻。 同撰。

食経 四巻。 崔萬錫撰。

新撰食経七巻。

食禁一巻。

食注一巻。 御注。

が著録 されてい る。 この うち,馬 現 『食 経』,崔

禺錫 『食経』 は 『階志』にすで に馬 碗 『食 経』,

崔氏 『食経』 として挙 げ られた ものである。新 た

に加 え られ ているのは,孟 記 『食療本草』,『新撰

食経』,『食禁』,『食注』 の四書であ るが,『 食禁』

『食注』の二書 は どの よ うな ものか不 明。孟記

『食療本草』の孟記は孟 読の誤 りで,唐 ・開元年

間の撰述 と思われ(8),『新撰食 経』は撰者 不明 で

あ るが,『 医心 方』 に引用され る 「七巻食経」 の

ことであ ろう。『日本国現在書 目』 に次 ぐ書 目で

ある 『旧唐書』経籍志および 『新唐書』芸文志 で

は,『 旧唐書』 に挙 げる竺 喧撰 の 『食 経』四巻 と

趙 氏(武)撰 の 『四 時食 法』一 巻,盧 仁 宗 撰 の

『食経』三巻,崔 浩撰 の 『食経』七巻お よび 『新

唐書』 の孟読の 『食療本草』三巻が新たに著録 さ

れてい る〔9)。また,宋 ・鄭樵の 『通志』藝文略 に

は,智 段 『食医心竪』三巻,陳 仕良 『食性本草』

十巻が唐代の書 として著録 され る。 これ らの書 目

の著録状況か ら見 ると,食 経類は南北朝 時期 にか

な りの数出現 したあ と,次 第 に停滞期に入ってい

ったと思われ る。 とりわ け 「食譜」を中心 とす る

食 経に比 して,「食療 」や 「食禁」 を中心 とす る

食経 に対す る関心は低 く,あ って も内容的にはこ

れまでの食経の記述 を踏襲す るだ けの ものにな り

つつあった とい って も過言で はなかろ う。

三 食物禁忌の類型
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上記 の 『階志』や 『唐 志』 に記 載 され る 「食

経」の多 くは,す で に亡逸 してその完全 な姿 を見

ることはで きない。 しか し,そ の原型 は,『 千金

要方』「千金翼 方』「医心方』な どの諸書の引用か

ら復元することが可能であ る。これらの書物に引

用 される 「食経」な どでは,食 物禁忌 の類型 とし

て どのようなものが考 えられていたので あろうか。

これ らを引用す る書物が大部分 「医方」の類であ

ることから,そ の重点が食療 関係 にあることは容

易に想像 できる。い ま,そ の点 を考慮 に入れつつ

食禁の範疇 を見てお こう。

唐初 の道士で あり医師で もあった孫思遡の 『千

金要方』 と 「千金翼方』 とは,丹 波康頼の 『医心

方』の祖本 ともなった書であるが,そ の巻二十六

は食治篇で あり,医 療 と食物 との関係 に対するさ

まざまな記事が 載せ られて いる。 その 「序論第

一」の冒頭では扁鵤の語を引いて医療 と食物の関

係 につ いて の基 本認識 を以下 の ように述べ てい

る(10)。

扁鵠 の言葉 に こうある。「……身体 の健康 を

保 つ根本は,か な らず食物 の力 に頼 ることに

あ り,病 気 を速かに治 すには,か ならず薬の

力 によるのだ。適切 な食物 を知 らな ければ,

生命 を維持す ることはできず,薬 物の禁忌を

知 らな ければ,病 気を除 くことはで きない。

この二つの事柄 は,人 間 にとって必須の もの

である。お ろそかに して学 ばぬな どとい うこ

とは,誠 に悲 しい こ とではないか」。 ……ま

た,こ うも言 ってい る。「そもそ も医者 たる

もの は,病 気の原因を見抜 き,病 人の犯 した

誤 ちを知って,食 事 でそれ を治すべ きである。

食事療法に よって治 らなけれ ば,そ こで初 め

て薬 を処方するのだ」。

ここには,い わゆる 「医食同源」に通ずる思想

が見 られ る。身体 の健康 を維持す る根 本は 「食」

であり,治 療の要点は 「薬」 にあるとの前堤 の も
●

と,最 も適当な食品の摂取(「 食宜 」)と,飲 んで

はならない薬品の忌避(「 薬忌」)と が,人 問に と

っての肝要事 とされる。 しか も,治 療の原則は,

まず 「食治」すなわち食 品による健康の回復であ

り,そ れで効果のない場合 にはじめて薬物 を使 用

すべ きもの とされた。 ここで は,「食宜 」 と 「薬

忌」が対 にされているが,こ れ を逆か ら言えば,

「食忌」 と 「薬宜」の問題 に他な らず,そ の 「食

忌」 は 「食禁」 とほぼ同義 ということになる。

『千金要方』食 治篇 は,「 序論第一」 に続いて,

「果実第二」,「菜疏第三」,「穀米第四」,「鳥獣第

五」 の五節で構成されている。その内容 は,大 き

く分 けて,『 本草』的記述 を中心に,各 食品の気

味,寒 温,主 治を述 べ,こ れ に付随 して合食 の禁

忌,い わ ゆる 「食 い合わせ」の禁忌 を述 べる とい

う形式 を とって いる。 こう して,『 千金方』食治

篇 には,お びただ しい量の 「合食禁」が記載 され

ている。 その大部 分 は,「黄帝 云」 とい う形で の

引 用であ るが,こ れ は,『 晴志 』に記載す る 『黄

帝雑飲食忌』に類 する書物か らの引用 と考 えられ

る。 この 「合食禁」が食禁の中心 をなす ことは,

『千金要方』を承 けた 『医心方』において も同様

で ある。 『医心方』 は巻二十 九の 「合食 禁」 と巻

三十 において大量 の合食の禁忌を挙 げているが,

その内容 はかな らずしも 『千金要方』 のそれとは

一致 しない。 これは,『 千金要 方』が依拠 した も

の が 『黄 帝雑飲食 忌』の類で あ るのに対 して,

『医心 方』が依拠 した ものが,『 養 生要集』や馬

碗,孟 読の書 であることによる と考 えられ る。っ

ま り,食 禁には時代や地方の差が大 き く反映 され

て いるのであろう。食禁の第一の類型 としては,

この 「合食禁 忌」 を挙 げるべ きであろう。

また,『 千金要方』巻一 の序例 ・服餌第八 には,

服薬 に際 して避 けるべ き食品の組合せが載せ られ

て いる。その一般的な注意点 としてば"》,

お よそ湯薬 を服用す る場合,粥 やめ しや肉や
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野菜 は,み なよ く煮込 むことが必要 である。

そうしてあれば消化 されやす く,薬 ともしっ

くり合 う。 もし生 であれ ば消化 しに くく,ま

た薬力 を損 う。野菜や硬 い物をあ まり食べ な

いこ とも,薬 効 にはよい影響がある。 また,

塩 や酢 の摂取 を少 くす るの もよい。 また,心

を苦 しめた り力 を使 った り,房 事 を行 った り

喜怒の感情 を動か した りしてはな らない。 こ

のように,病 気の治療 に薬力を用いる場合,

食事療法 と休息 とが,効 果の大半 を もた らし,

薬効 に とって有益で ある。

とあ り,さ らに具体的 な薬物 と食品 との組合せ に

ついては(12),

およそ服薬す るには,生 ものや冷た いもの,

酢 っぽい ものやぬ るぬ るした もの,豚 犬,

鶏,魚,油,麺,蒜 お よび果実などを摂 って

はならない。補強薬の丸薬 と散薬 は,特 に古

くて臭気 を発す る物や長 くおいてお いた物 を

忌む。空青 は生血 を含んだ物 を忌 み,天 門冬

は鯉魚 を忌み,白 元 は桃,李 および雀肉,請

萎,大 蒜,青 魚,鮮 な どを忌み,地 黄は蕪黄

を忌み,甘 草 は菰菜,海 藻を忌 み,細 辛は生

菜 を忌み,兎 糸子 は兎肉を忌み,牛 膝は牛肉

を忌み,黄 連,桔 梗 は豚肉を忌 み,牡 丹は繭

萎を忌み,黎 藍 は狸肉 を忌み,半 夏,菖 蒲 は

飴糖,羊 肉 を忌み,恒 山,桂 心 は生葱,生 菜

を忌み,商 陸 は犬肉 を忌み,侠 苓 は酢の もの

を忌み,柏 子人は湿麺 を忌み,巴 豆 は盧箏二葵,

猪肉 を忌み,驚 甲は菟 菜を忌 む。

と述 べられてい る。 これ らの記述 は,『本草集注』

叙録 の 「服薬忌食」記載の服薬 と食物 との相性 に

関する簡略な記述 を踏 まえて,さ らに大幅に敷衛

したものであ り,治 療 に際 しての基本的知識 であ

った。『医心方』巻一 の 「服 薬禁物」に も同様 の

記 載が見 られ る。 しか し,『医心 方』が 『本 草』

叙 録の他 に,『養生 要集』や 『枕中方』 を引 いて

い ることからも知 られるように,こ れらは同時 に,

延年長生 の道教的養生術 とも密接に関連 して展開

して きた知識であって,服 薬 との関係 に限定 する

の はかな らず しも適当 ではない。 『医心方』巻十

九 「服石禁食第七」,「服丹宜食第十」,「服丹禁食

第十一」,「服丹禁忌第十二」な どに挙 げ られ るも

のは神仙術 と関連 した ものであ って,そ の典型的

な例である。養生術 では,服 薬 よりも広 い概念 と

して 「服食」が用いられるので,食 禁の第二 の類

型 は,「服食禁忌」 と呼んでお くことに したい。

『千金要方』に引 く 「黄帝」の食禁 は,一 年各

月に食べて はな らない食物 を列挙する。 これ らは,

『呂氏春秋』に見 られた時令思想に基づ く食物観

か ら発展 した もの と考 えられ るが,単 純 な陰陽五

行 思想 による部類分 けが適用 されているわけでは

な く,そ の具体的根拠 がどこにあ るのか はかなら

ず しも明かで はない。 ただ し,『本草』 にお ける

採 治の知識 との関連 は考 えてお くべ きもののひと

っであろう。『医心方』巻二十九で は,「 四時宜食

第 二」,「四時食禁第三」,「月食禁第 四」 において

専 らこの方面の食禁を述べ,孟 読の 『食療本草』

に も,同 じような禁忌 が連ね られている。 このよ

うな,各 月や季 節 に関連 す る食禁 は 「時令 的食

禁 」 として第三の類型 に配す るのが適当 であろう。

さらに,食 禁の第 四の類型 としては,特 定 の病

気 や体質,身 体状 況 と関連す るものがある。 これ

は,『 千金翼方』万病篇 に列挙 され ているのが代

表 的な例であろ う。 また,小 児や妊産婦 に特有 な

「食 禁」 もこの部類 に入れ る ことが で き よう。

『医心方』では,巻 十 四 「傷寒後禁食第五十八」,

巻 二十 二 「妊婦 禁食法第三」,巻 二 十五 「小児禁

食第十九」な どにま とめられている ものが この範

疇 に属する。 この ような もの は,「食療 的食禁」

とでもいうべ きであろう。

最後 に,こ うした養生や医療 とは関係 ないとこ

ろに起源 を有する 「食禁」の代表的な ものとして
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は,宗 教上の教義 に発する ものが ある。中国では,

仏教教義 に起源す る肉食の禁忌が それ に当 るが,

道教 にお ける穀 食忌避の思想 も宗教上の教義 に関

連 するもの とい えよう。 この他 にも,地 方 にお け

る民間信仰な どには,そ れ らに特有の さまざな禁

忌があった と考 えられ るが,そ の詳細 を文献上 に

求 めることは困難であ る。

このような食禁の類型の うち,第 一の合食禁 に

属する ものが数の うえか らも最 も多 く,食 禁の中

心をな してい る。『千金 要方』食 治の記載形 式か

ら知 られ るこ とは,「 合食禁」の類 は,主 として

「本草』的知識の延長上に形成 されて きたで あろ

うということで ある。 ここでい う 『本草』的知識

とは,一 方で,経 験的実践 的な薬学知識 を基盤 に

しつつ,一 方で は,そ のよ うな経験的実践的な薬

学知識 から乖離 した単なる博物学的知識 を合せ も

つ もの という意味であ る。 したがって,こ れ らの

合食 の禁忌一時令的食禁 も含めてよいで あろう一

は,経 験的 な知識 に基づ くもの と,そ れ とは別の

陰陽五行理論や薬学 における畏悪や制使理論の機

械的適用か ら帰納 された もの とか らなる と考 える

のが自然で ある。

中国古代 における食物禁忌は,当 初,共 同体 に

お ける飲食儀礼 に関連 して記録 されたが,そ の後

の展開は本草学 の発展 と表裏一体 の関係 にあった

といえる。後漢宋か ら六朝時代 にかけて各種本草

が入 り乱れ て混乱 し,梁 の陶弘景 による整理 を経

て 『本草集注』 が完成 し本草学が確立 された時期

と,「食経」類の編纂時期 とがほぼ重 なってい る

ことは重要 である。 この間,本 草学 とも密接 な関

係 を有 する神仙術や道教の養生術 な どの知識 も導

入 されて,健 康 と食品,医 薬 と食 品 との関係 につ

いてのさまざまな知識が集積されてきた。 また,

周辺地域 との交流 による調理技術 の進歩 や食材 の

多様化 なども,こ の時期の特徴 のひ とつに数 える

ことがで きよう。 こう して,『 晴書』経 籍志 に著

録 され る多 くの食経類 が編纂 され,合 食や服食や

食療 にまつわ る多種多様 な禁忌が集成 された。そ

れ らの知識 は,や が て 『千金 要 方』 や 「食 療本

草』,『食医心竪』な どに取 り入れ られて普及 し,

人々の日常生活の中に深 く浸透 していったのであ

る。

注

(1)斉 必変食,居 必遷 坐。食 不厭精,謄 不厭細。食 饒

而鵤,魚 鞍而肉敗,不 食。色悪不食,臭 悪不食。失鉦

不食,不 時不食,割 不正不食。不得其醤不食。肉難多,

不使勝食気。唯酒無量,不 及乱。沽酒市哺,不 食。不

撤墓食,不 多食。祭於公,不 宿肉。祭 肉,不 出三 日。

出三 日,不 食之　。食不語,寝 不言。錐疏食菜葵瓜,

祭必斉如也。

(2)食 医掌和王之六食六飲六膳百差百醤八珍之斉。凡食

斉目氏春時,葵 斉砥夏時,醤 斉目氏秋時,飲 斉目氏冬時。凡

和,春 多酸,夏 多苦,秋 多辛,冬 多鍼,調 以滑甘。凡

会膳食之宜,牛 宜稼,羊 宜黍,琢 宜稜,犬 宜梁,鷹 宜

麦,魚 宜菰。凡君子之食恒放焉。

(3)食 水者善游能寒,食 土者無心而不息,食 木者多力而

贔,食 草者善走而愚,食 葉者有糸而蛾,食 肉者勇敢而

桿,食 気者神明而寿,食 穀者知慧而天,不 食者不死而

神。

(4)「 令金傷母痛,… …治病時,母 食魚魚肉午肉亀虫董

麻○沫采。母近内,病 已如故。……」。「白処方,… …

服薬時母食魚,病 已如故」。 「脈者,… …服薬時,禁 母

食i肉,鮮 魚」。

(5)た だ し,『 周礼』天官 ・医師の費公彦疏 に引 く 『漢

書』芸文志 は 「黄帝食薬七巻」 に作ってお り,『本草 」

に類する書 であるとい う説 もある。

(6)経 方者,本 草石之寒温,量 疾病之浅深,仮 薬味之滋,

因気感之宜,弁 五苦六辛,致 水火之斉,以 通閉解結,

反之於平。 及失其宜者,以 熱益熱,以 寒増寒,精 気内

傷,不 見於外,是 所独失也。

(7)食 経 の内容 および変遷 につい ては,篠 田統 「食 経

考」(『中国食経叢書』,柴 田書 店,一 九七 二所収)に

詳 しい。

(8)孟 読の 「食療本草』が,実 は彼の 『補養方』 を張鼎

が補訂 したものであ ることについては,中 尾万三 「食

療本草の研究」(『上海自然科学研究所彙報』巻一,一

九三〇)に 論 じられている。

(9)篠 田前掲論文 によれ ば,『 医心方』 に先 立つ 『本草

和名』や 『和名類従抄』に も,そ れぞれ九種の食経関

係の書が引用され ている という。

(10)扁 鵡日,… …安身之本必資於食,救 疾之速必葱於薬。

不知食宜者,不 足以存生也。不明薬忌者,不 能以除病
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也。斯之二 事,有 霊之所要也。若忽而不学,誠 可悲夫。
……又云,夫 為医者当須洞視病源,知 其所犯,以 食治

之。食療不 愈,然 後命薬。

(11)凡 餌湯薬,其 粥 食肉菜皆須大熟,即 易消,与 薬 相

宜。若生則 難消,復 損薬力。傍須少食菜及硬物,於 薬

為佳。又少進塩酷乃善。亦不得苦心用力及房室喜怒。

是以治病用薬力,唯 在食治将息,得 力太半,於 薬有益。

(12)凡 服薬皆断生冷酢滑,猪 犬難魚,油 麺蒜及果実等。

其大補丸散,切 忌陳臭宿滞之物。有空青忌食生血物,

天門冬忌鯉魚,白 市忌桃李及雀肉請萎大蒜青魚酢等物,

地黄忌蕪黄,甘 草忌校菜海藻,細 辛忌生菜,兎 糸子忌

兎肉,牛 膝忌牛肉,黄 連桔梗忌猪肉,牡 丹忌請萎,黎

芦忌狸肉,半 夏菖蒲忌飴糖及羊肉,恒 山桂心忌生葱生

菜,商 陸忌犬肉,侠 苓忌酷物,柏 子人忌湿獅,巴 豆忌

芦箏葵及猪肉,竈 甲忌蒐菜。
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AComparativeStudyontheOriginofFoodTabooand

itsCulturalandSocialBase

KUriloMUgltlril(lnstituteforResearchinHumanities,KyotoUniversity)

InancientChina,thedocumentdescriptionconcerningvariousfoodtabooappearedat

thelaterperiodoftheSpringandAutumnPeriod.Mostdescriptionoffoodandtaboo

concerningnaturalclimate,sicktreatment,andreligiousriteetc .appearedintheearly

periodoftheHandynasty.Inadditiontothis,thevogueoftheimmortalthoughthas

improvedconcernforthefoodtabooincludedintheartofregimen.Asaresult,the

categoryofthefoodtaboowasalmostcompletedinthisage.IntheSixDynasties,many

foodbooks-"食 経"‐werecompiledandalargeamountofknowledgerelatedtofood

wasaccumulated.Thoseknowledgebecameindispensableforpeople'shealthintherela-

tionshipwiththecareartandthemedicinestudy.

Thefoodtabooisroughlydividedintothefollowingfourpatterns.

1.Tabooconcerningcombinationoffood

2.Tabooconcerningcombinationofmedicineandfood

3.Seasonaltaboo

4.Tabooconcerningdietetictreatment

Amongthese,thetaboowhichbelongstothefirstpatternismostimportantanditis

thecoreoffoodtaboo.


